
   苫小牧市低入札価格調査制度事務取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する工事の請負契約並びに設計（監理を含む。）、測量及び

地質調査業務の委託契約（以下「工事等」という。）を締結しようとする場合において、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項（同令第１６７

条の１３により準用する場合を含む。）の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の

価格で入札した者を落札者としない、又は落札者とすることを調査の上決定する制度（以

下「低入札価格調査制度」という。）について定めるものとする。 

 （対象工事等） 

第２条 低入札価格調査制度は、予定価格が１億５，０００万円以上の工事等のうち苫小

牧市行政組織規則（平成１０年規則第１８号）別表５備考第１項の表ウに掲げる工事を

除いたものに係る一般競争入札を対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指名委員会は、必要があると認めるときは、予定価格が１

億５，０００万円未満の工事等に係る競争入札を低入札価格調査制度の対象として指定

することができる。 

 （工事の調査基準価格） 

第３条 工事の調査基準価格は、対象となる工事の予定価格を定める際に基礎とした次の 

 各号に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の９.２を乗じて得 

 た額を超えるときは、１０分の９.２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７.５を 

 乗じて得た額に満たないときは、１０分の７.５を乗じて得た額とする。 

 （１） 直接工事費の額に１０分の９.７を乗じて得た額 

 （２） 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（４） 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

２ 前項（ただし書きを除く。）の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別 

 の算定方法により調査基準価格を定めることができる。 

 （業務の調査基準価格） 

第３条の２ 設計業務(土木設計を除く。）の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格 

 を定める際に基礎とした次の各号に掲げる額の合計額とする。 

 （１） 直接人件費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

 （２） 特別経費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

（３） 技術等経費の額に１０分の６を乗じて得た額 

（４） 諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額 

２ 土木設計業務の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした 

 次の各号に掲げる額の合計額とする。 

  (１） 直接人件費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

  (２） 直接経費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

  (３） その他の原価の額に１０分の９を乗じて得た額 



  (４） 一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額 

３ 測量業務の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした次の 

 各号に掲げる額の合計額とする。 

 （１） 直接測量費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

 （２） 測量調査費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

（３） 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

４ 地質調査業務の調査基準価格は、対象となる業務の予定価格を定める際に基礎とした

次の各号に掲げる額の合計額とする。 

 （１） 直接調査費の額に１０分の１０を乗じて得た額 

 （２） 間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３） 解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額 

（４） 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

５ 第１項から第４項までの規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別の算 

 定方法により調査基準価格を定めることができる。 

６ 前各項の規定にかかわらず、当該調査基準価格が予定価格に１０分の９.２を乗じて得 

 た額を超えるときは、１０分の９.２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７.５を 

 乗じて得た額に満たないときは、１０分の７.５を乗じて得た額とする。 

 （調査基準価格の記載） 

第４条 調査基準価格を設定したときは、調査基準価格を予定価格書に記載するものとす

る。 

 （入札参加者への周知） 

第５条 低入札価格調査制度を実施するときは、一般競争入札の公示で周知するものとす

る。 

 （入札の執行） 

第６条 開札したときに調査基準価格を下回る入札を行った者（以下「低価格入札者」と

いう。）があったときは、次条第１項による判定を行い、失格と判断された場合を除き、

「保留」を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了するものとする。 

 （工事の数値的判断基準による判定） 

第６条の２ 前条の入札において、低価格入札者の入札が、第３条又は第３条の２で定め

た調査基準価格に満たない場合は、失格と判断する。ただし、特に必要があると認める

ときはこの限りではない。 

２ 低入札価格調査対象者（以下「調査対象者」という。）は、前項ただし書の規定により

失格とならなかった低価格入札者とするものとする。 

３ 第１項の規定による判定を行った結果、すべての低価格入札者が失格となったときは、

調査基準価格以上で、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格

をもって入札した者を落札者と決定する。 

４ 前項の規定により落札者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。 

 （低入札価格調査委員会） 

第７条 前条第２項の規定により調査対象者が決定されたときは、調査の上落札者を決定



するために低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置する。 

２ 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員によって構成する。 

３ 調査委員会の委員長は、入札事務を担当する部に属する事務を担任する副市長とする。 

４ 調査委員会の副委員長は、当該工事等の設計担当部に属する事務を担任する副市長と

する。 

５ 調査委員会の委員は、各設計担当部長、財政部長、当該工事等を担当する工事監、契

約課長及び当該工事等の設計担当課長とする。 

６ 委員長は、必要に応じて関係職員を出席させ、意見を聴取することができる。 

７ 調査委員会の庶務は、財政部契約課において行う。 

 （調査委員会の開催） 

第８条 委員長は、調査対象者が決定されたときは、速やかに調査委員会を開催するもの

とする。 

 （調査委員会の事務） 

第９条 調査委員会は、調査対象者から当該工事等の積算内訳書及び見積書（下請予定業

者、資材納入予定業者等）を提出させるほか、必要に応じ次に掲げる事項について聴取

し、関係機関への照会を行う等工事等の適正な履行に関し必要な調査を行うものとする。 

（１） 資材単価、労務単価及び下請代金の設定並びに安全対策等の内容 

（２） 手持工事の状況等技術者の適切な配置の可能性 

（３） 手持資材、手持機械等の状況 

（４） 労働者の確保計画及び配置予定 

（５） 建築副産物の搬出予定 

（６） 過去に施工した公共工事の履行状況 

（７） 経営状況及び信用状況 

（８） その他必要な事項 

２ 前項の調査の結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認め

るときは、調査対象者（調査対象者が２名以上あった場合で、２名以上の者が契約の内

容に適合した履行がなされると認められるときは、そのうちの最低の価格を入札した者）

を落札者と決定する。 

３ 第１項の調査の結果、すべての調査対象者が当該入札価格により契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認めるときは、調査基準価格以上で、予定価格の制

限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定

する。 

 （調査委員会の決定の報告） 

第 10 条 調査委員会の決定があったときは、速やかに市長に報告するものとする。 

  （落札者の通知） 

第 11 条 落札者を決定したときは、落札した者を当該入札に参加した者全員に通知するも

のとする。 

 （実施工事等の公表） 

第 12 条 調査基準価格を下回る入札があった工事等については、調査基準価格その他入札



の結果を公表するものとする。 

２ 調査委員会を開催したときは、第９条第１項の調査結果の概要を公表するものとする。 

 （再度入札を行う場合の低価格入札者の除外） 

第 13 条 落札者が決定しなかったときは、再度入札を行うことができる。この場合におい

ては、低価格入札者を当該入札に参加させないものとする。 

 （工事の監督体制の強化） 

第 14 条 低価格入札者が落札した工事を監督するときは、次に掲げる措置をとるものとす

る。 

（１） 工事担当課長は、施工体制台帳及び施工計画書を提出させ、現場代理人等から

その内容を聴取するものとする。 

（２） 工事担当課長は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払いの観点か

ら必要があると認めるときは、施工現場の実態調査を行うものとする。 

（３） 監督体制は、複数の工事監督員を配置するものとする。 

（４） 工事監督員は、監督業務において段階確認及び設計図書に基づく検査等を実施

するものとする。 

（５） あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が

実施されているかの確認を併せて行うものとする。 

（６） あらかじめ提出された見積書（下請予定業者、資材納入予定業者等）のとおり

実施されているかの確認を行うものとする。 

 （落札結果の公表） 

第 15 条 落札者決定後、当該工事の調査基準価格を公表する。 

 

附 則 

 この要領は、平成１２年９月２０日から施行し、同年１０月１日以後に行われる入札に

係る工事について適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１３年６月１日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札

価格調査制度事務取扱要領の規定は、同日以後に執行される入札について適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１４年３月６日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札

価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成１４年４月１日以後に行う入札に係る工事等に

ついて適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年４月２日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年１２月１日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入

札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成２０年４月１日以後に行う入札に係る工事等



について適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２１年３月１０日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入

札価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成２１年４月１日以後に行う入札に係る工事等

について適用する。 

 附 則 

 この要領は、平成２１年９月４日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札

価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成２１年９月８日以後に苫小牧市入札指名委員会

に付議する工事から適用する。 

 附 則 

 この要領は、平成２２年６月１日から施行し、この要領による改正後の苫小牧市低入札

価格調査制度事務取扱要領の規定は、平成２２年６月１日以降の一般競争入札の公示及び

指名競争入札の指名通知から適用する。 

 附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２４年８月１日から施行し、平成２４年８月７日以後に苫小牧市入札

指名委員会に付議する工事から適用する。 

 附 則 

 この要領は、平成２４年１０月３０日から施行し、同日以後に苫小牧市入札指名委員会

に付議する工事から適用する。 

 附 則 

 この要領は、平成２５年１月２１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年１２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



様式例 

低入札価格調査の実施概要 

工事名：○○工事 

調査を実施した業者名、住所： 

項 目 内 容 

１ 工事費等内訳書（直接工事費、共通

仮設費、現場管理費、一般管理費等） 

 

２ その価格により入札した理由書 ＜公表しないこととする＞ 

３ 契約対象工事付近における手持工

事の状況 

 

４ 契約対象工事に関連する手持工事

の状況 

 

５ 契約対象工事箇所と入札者の事業

所、倉庫等との関連（地理的条件）  

 

６ 手持資材の状況  

７ 資材購入先及び購入先と入札者の

関係 

 

８ 手持機械数の状況  

９ 労務者の具体的供給見通し  

10 過去に施工した公共工事名及び発

注者 

 

11 経営内容  

12 見積書（下請予定業者・資材納入予

定業者等）の提出  

◎ 新規調査事項として提出させる 

＜公表しないこととする＞ 

                       

13 １から 12 までの事情聴取した結果

についての調査検討 

 

14 10 の公共工事の成績の状況  

15 経営状況 ＜公表しないこととする＞ 

16 信用状態 ① 建設業法違反の有無 

② 賃金不払いの状況 

③ 下請代金の支払遅延状況 

④ その他 

17 その他必要な事項 ＊ 建設副産物が発生する工事については、建設

副産物の搬出予定が適切かどうか等を明記するも

のとする。 

 


